
危機ﾚﾍﾞﾙ 危機レベルⅡ（警戒レベル） 危機レベルⅣ（対策本部設置レベル） 危機レベルⅤ（全庁対応レベル）

警戒本部 対策本部 対策本部

被害の発生に備えた対応 所管部局又は複数部局で対応 全庁的又は特に重大な案件への対応

設置者  危機管理監  市長  市長

本部長  危機管理監  市長  市長

副本部長  主たる対応部長  副市長、水道局長、教育長  副市長、水道局長、教育長

本部員
 関係部長
 その他必要と認める者

 関係部長
 危機管理監
 その他必要と認める者

 消防局長
 危機管理監
 その他必要と認める者

主な所掌事務

・対応方針の決定及び実施
・被害状況、応急対策等の総合的な掌握
・関係機関との連絡調整及び協力要請
・広報等に関する事項
・その危機対応を実施するため必要な事項

・対応方針の決定及び実施
・被害状況、応急対策等の総合的な掌握
・関係機関との連絡調整及び協力要請
・広報等に関する事項
・その危機対応を実施するため必要な事項

・対応方針の決定及び実施
・被害状況、応急対策等の総合的な掌握
・関係機関との連絡調整及び協力要請
・広報等に関する事項
・その危機対応を実施するため必要な事項

本部会議開催場所  設置者が定める場所  主たる対応課 本部会議室

対策会議  対策会議（対策本部会議に置く）  対策会議（対策本部会議に置く）

主宰者  主たる対応部長  危機管理監

構成員
 関係課長、危機対策課長
 その他必要と認める者

 各部長、各区長
 消防局次長、保健所長
 その他必要と認める者

主な所掌事務

・応急対策の実施のための調整
・危機関係情報の収集及び関係部局、関係機関への
　情報提供
・その他対策本部において必要とする事項

・応急対策の実施のための調整
・危機関係情報の収集及び関係部局、関係機関への
　情報提供
・その他対策本部において必要とする事項

事務局 危機管理防災局  主たる対応部局（危機管理防災局）  危機管理防災局

所掌事務

・当該危機に関する情報の収集整理
・本部会議資料の調整
・収集した情報の関係部局への提供
・その他本部の庶務に関する事項

・当該危機対策に関する情報の収集整理
・本部会議資料の調整
・本部会議での決定事項の各部局への伝達及び
　実施の促進
・各部局間の連絡調整
・その他本部の庶務に関する事項

・当該危機対策に関する情報の収集整理
・本部会議資料の調整
・本部会議での決定事項の各部局への伝達及び
　実施の促進
・各部局間の連絡調整
・その他本部の庶務に関する事項

危機レベル別の本部体制

設置区分
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危機事象発生時のフロ－チャ－ト

危機事象発生（危機情報の入手）

通報連絡（警察・医療機関・消防局・国・県等）

所管部局 危機管理監

危機事象の発生のおそれ 危機事象の発生

情報収集に重点

警戒レベル

レベルⅠ レベルⅡ

監視レベル

事故発生の可能性についての検討

＜危機管理監・所管部局＞

危機レベルの判断

警戒本部設置の判断
＜危機管理監＞

警戒本部

所管部局が明確

所管部局が不明確
又は所管が複数部局

主たる対応部局の検討

主たる対応部局を指名
＜危機管理監＞

所管部局対応レベル 対策本部設置レベル 全庁対応レベル

レベルⅤレベルⅣレベルⅢ

対策会議の開催
・応急対策の実施のための調整

・情報の収集
・関係機関等への情報提供 等

危機レベル・本部設置の判断
＜危機管理監が所管部局の意見等を
参考に調整し、市長が判断＞

対策本部対策本部

危機事象の発生

市長・副市長

第１報は危機管理監が報告

応急対策等詳報は
所管部局長

連携

情報情報

危機レベルの移行
＜危機管理監が調整し市長が判断＞

被害拡大 被害拡大

左記以外の危機事象
災害対策基本法第２条第１号

に規定する災害

新潟市地域防災計画に

基づいて対応

災害対策本部

危機レベルの移行
＜危機管理監が調整し市長が判断＞

別紙２

武力攻撃事態及び緊急対処事態

新潟市国民保護計画に
基づいて対応

市対策本部
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危機レベルに応じた体制の概要

Ｂ体制 Ａ体制Ｃ体制警戒体制監視体制
■危機レベルⅠ ■危機レベルⅡ ■危機レベルⅢ ■危機レベルⅣ ■危機レベルⅤ

○対策本部を設置し、全庁的
な応急対策を図る。

○対策本部を設置し、所管部局
又は複数部局が中心となり、必
要な応急対策を図る。

○対策本部を設置せず、所管部
局又は複数部局が必要な応急対
策を図る。

○危機事象が発生する可能性が高
まっていることから、関係部局で
警戒態勢を図り、必要に応じて本
部を設置する。

○関係部局と危機管理防災局
が連携・協力し、状況の確認
等、情報収集に重点をおき、
推移を見守る。

危機事象発生（危機情報の入手）
事象による影響・被害の拡大

対策本部

【本部長：市長】

構成
・副市長・水道局長
・教育長
・危機管理監・消防局長
・その他必要と認める者

対策本部

【本部長：市長】

構成
・副市長・水道局長
・教育長
・主たる対応部長
・危機管理監・関係部長
・その他必要と認める者

対策会議

【主宰：主たる対応部長】

構成
・関係課長
・その他必要と認める者

対策会議

【主宰：危機管理監】

構成
・各部長 ・各区長
・消防局次長・保健所長
・その他必要と認める者

対策会議

【主宰：主たる対応部長】

構成例

・関係部長

・関係課長

進言 進言指示 指示

警戒本部

【本部長：危機管理監】

構成
・主たる対応部長
・関係部長
・その他必要と認める者

移行

移行

別紙３

警戒体制
・事件発生の可能性が依然

として残り、又は高まっ

ていることから、引き続

き情報の収集に努めると

ともに、事件発生に備え

て、関係部署で体制を確

保する。

監視体制

・情報収集に重点を
おき、その推移を
見極める。

移行

移行

事務局：危機管理防災局 事務局：主たる対応部局 事務局：危機管理防災局

移行

・情報の収集
・情報の一元管理
・関係部局への情報提供

・市長への報告
・情報の収集
・情報の一元管理
・関係部局への情報提供
・危機発生時の警戒態勢

危機管理防災局の役割

・市長への報告（第１報及び速報）
・情報の一元管理
・関係部局への情報提供
・応急対策の実施指示・総合調整
・対策本部の事務局

・市長への報告（第１報及び速報）
・情報の一元管理
・関係部局への情報提供
・応急対策の総合調整

・市長への報告(第１報及び速報)
・情報の一元管理
・関係部局への情報提供
・応急対策の総合調整

事務局：主たる対応部局

（監視レベル） （警戒レベル） （所管部局対応レベル） （対策本部設置レベル） （全庁対応レベル）
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危機事象発生時の連絡系統図

通報連絡（市民・消防局・警察・国・県等）

危機管理防災局

所管部局長
区 長

危機管理監

市長・副市長

関係機関

関係部局

所 管 課

情報共有

報告

情報

第１報
等速報

第１報等速報

意見具申
（本部設置等）

応急対策等詳報
危機管理監は原則とし
て同席（関係局部長は
必要に応じて同席）

指示

指示

指示

報告

情報

危機事象発生(危機情報の入手）

対策本部
本部長：市長
事務局：主たる対応部局

(危機管理防災局）

対策本部
本部長：市長
事務局：危機管理防災局

対策会議
主宰：危機管理監

対策会議
主宰：主たる対応部長

対策会議
主 宰：主たる対応部長
事務局：主たる対応部局

（危機管理防災局）

警戒本部
本部長：危機管理監
事務局：危機管理防災局

指示進言 進言

指示

指示

情報

召集召集

設置

＜危機レベルⅤ＞
（全庁対応レベル）

＜危機レベルⅡ＞

召集
＜危機レベルⅢ＞

指示
助言

市長が対策本部設置を決定

関係部局と危機管理防災局が連

携・協力し、状況の確認等、情報
収集に重点におき、その推移を見

＜危機レベルⅠ＞

＜危機レベルⅣ＞
（対策本部設置レベル）

別紙４
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令和　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分現在　

その他

※　事象覚知後直ちに、分かる範囲で記載し報告してください。

　（第　　報）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　について

発信者

氏　名

所　属

連絡先

危機事象発生状況報告書

発生日時 　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　　分

発生場所

標　  題

受信日時

氏　名

所　属

処理事項

　　　　約　　　　　名　　　そのうち死者　　　　名

          [ 有 ・ 無 ・ 不明 ]　（○囲み）

　令和　　年　　月　　日（　）　　時　　分

受信者
（危機対策課）

対応の状況

その他特記事項

危機事象

人的被害

物的被害

　　死傷者[ 有 ・ 無 ・ 不明 ]　（○囲み）

　発生の概要

被
害
の
状
況

別紙５
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大項目 中項目 小項目

 (1)目　的  ①マニュアルの目的

 ①用語の定義

 ②対象とする危機事象

 ①研修、訓練等の実施

 ②市民に対する啓発

 ①危機事象発生時の組織体制

 　・対策本部、対策会議の設置基準、構成員

 ②関係課との連携

 ③関係機関との連携

 ①情報連絡体制の整備

 　・連絡窓口、連絡系統、夜間・休日の体制

 (4)資機材の整備  ①資機材の備蓄と調達

 ①初動体制の確立

 ②収集すべき情報内容の整理

 ①応急対策の検討・決定

 　・対策本部、対策会議の設置

 ②職員の動員計画

 ③全庁的な対応へ移行する判断基準

 ①被害者への対応

 　・救出、救助、避難、救援等の必要事項

 ②被害の拡大防止

 　・二次被害の防止

 ③関係機関との連携

 　・連携すべき関係機関

 　・連携して対応すべき具体的な事項

 ④広報活動

 　・提供する情報内容の整理

 　・被害者、市民への情報提供

 　・報道機関への情報提供

 　・問い合わせ窓口等の設置

 (1)復旧対策の推進  ①生活再建、安全性の確認

 ①健康診断の実施

 ②心の健康相談の実施

 ①対応の評価

 　・危機対応記録の作成

   ・課題の抽出

 ②マニュアルの見直し、引継ぎ等

危機管理対応マニュアルの構成例

 １総　則

 (2)定　義

 ２事前対策  (1)危機管理意識の向上

 (2)危機管理体制の整備

 (3)情報の収集伝達体制の整備

 ４事後対策

 (2)被害者への救済

 (3)危機評価と再発防止

 ３応急対策  (1)初動措置

 (2)応急対策の検討・決定

 (3)応急対策の実施

参考資料
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